
事業所名

所在地
TEL： (           )
FAX  : ( )

受講者氏名 希望日に丸印をしてください 11/14 ・ 12/14

申込方法：ＦＡＸ等で事務局までお申し込み下さい。

Fax 返信 Fax 0796-42-4350

※上記に記載していただいた個人情報等については、本セミナーの事業運営にのみ使用し、他の件で使用することはいたしません。

会場
豊岡市商工会

（豊岡市日高町日置65-1）

お問合せ：豊岡市商工会 経営支援課ＴＥＬ：0796-42-4751

主催：豊岡市商工会 共催：兵庫県商工会連合会 消費税軽減税率対策窓口相談等事業

日時
講師

11/14（月） 19：30～21：30

安田コンサルティング 安田 勝也氏

12/14（水） 13：30～15：30

藤尾コンサルティング 藤尾 政明氏
※両日とも同じ内容です 都合のよろしい方にご参加ください

各先着20名定員 受講 無料

・経営強化法の概要、国の経済政策の動向が理解できる
・経営（向上）計画書の基本的な書き方が分かる
・参加者の計画作成は商工会がサポート

内容

（参考）平成28年度第2次補正予算によると「ものづくり補助金」は11月中にも公募が始まる見通しです。国の新
制度「経営力向上計画」の認定取得は、前回の「ものづくり補助金」（平成27年度補正予算2次公募）において

「一般型」の審査の加点対象にされました。次回の「ものづくり補助金」においても、「経営力向上計画」の認定
取得が「一般型」や「小規模型」の申請の要件、また審査面や補助上限額の拡大などの優遇措置の対象にな
ると予測されます。

■経営強化法が施行
今年7月に施行されたこの法律では、国が設定した業種ごとの特性に応

じた指針に基づいて「経営力向上計画（実質２枚）」を作成し、労働力確
保や経営の効率化・生産性向上等に果敢に挑戦する中小企業等を支援する
ことが定められています。計画が国に認定されることで、例えば新規の設
備投資に対する固定資産税の半減や低利融資の金融支援、またこれから始
まる「ものづくり補助金」の審査加点となり有利となる場合があります。
なにより、会社のビジョンや中期計画が明確になり経営力が向上します。

消費税転嫁対策には経営力強化で対応する！


